
住民等からの意見及び県の考え方について 

 

 質問・意見の内容 県の考え方 

地
域
の
設
定 

・指定について概ね良いが、事業所・店舗等の

多い国道 153 号線との交差点付近の規制につ

いては、除外・緩和等の一定の配慮をされたい 

・農道沿いでも地域によって工業団地となって

いるところもあれば、田園風景が残るところも

ある。路線で一律に規制するのではなく、規制

範囲は現状に合わせて検討するべきではない

か。 

・調査の結果、国道 153号線交差点付近の自己

用広告物は許可申請が不要な規模でした。ま

た、工業団地内では許可申請が必要な規模であ

っても許可基準に適合した屋外広告物でした。

改修を要する広告物は２件にとどまっており、

路線として調和のとれた屋外広告物の誘導を

行うことで、優れた景観の保全・育成が期待で

きます。 

既
存
広
告
物
の
扱
い 

・規制対象前の既存広告物についても対象とす

ることは理解しがたい 

・中央道沿線ですでに許可地域だが、視認でき

ない地域なので看板を設置している。あとから

できる基準に適合させるよう言われても困る。 

・協力したいがタイミングが悪い。コロナ禍で

経営が厳しくなっているなか、新調して日の浅

い看板改修の優先順位は低い。看板は誘客の重

要なツールであるので、せめて次回更新時に適

合させれば OKとはならないか。 

・建物の壁面内に収まるように白地に黒文字

と、華美にならないよう配慮して掲出している

のに改修が必要か。 

・屋外広告物条例では、広告物等を表示・設置

又は改造しようとする者は、許可を受けなけれ

ばならないとされております。これは、許可基

準に適合していることを正確に判断するため

に設置者に許可申請をしてもらうものと考え

ます。許可基準に適合している屋外広告物は改

修不要ですので、施行日より３年以内に許可申

請をしてくださいますようお願いします。 

改
修
方
法 

・賃貸物件の一部としての既存の枠を活用して

看板面を作ったため、改修は難しい。表示面積

を小さくし、その他を白塗りにすれば表示面積

に算入されないか。 

・景観保全の観点では白塗り部も景観を阻害す

ると思われるが、どういう扱いになるか 

・許可基準に適合しない既存不適格となる屋外

広告物の表示面積について、一時的な改善措置

として白塗りを認めた事例はありますが、計画

的に改修を進めることが前提になります。原則

として、屋外広告物を掲出する物件も屋外広告

物条例の対象になりますので、白塗り部分も表

示面積に含まれます。 

改
修
費
用
の
補
助 

・基準に適合させるには建物を改築する必要が

あり、費用もかかる。本社で検討することにな

るが、改修費用の補助はないか。 

・県では既存不適格となる屋外広告物の除却又

は改善のため、市町村が所有者に補助する経費

への補助（1/2以内、上限 40万円）を行ってお

ります。市町村にも補助金制度が必要となるた

め、未整備の市町村に対して補助金制度の整備

を促進しています。 

周
知 

・条例が決まった段階でその内容を再度通知い

ただきたい 

長野県のホームページ、プレスリリース、業界

団体、広報誌等、幅広く周知する予定です。ま

た、個別のご連絡は必要に応じて各町村により

行われます。 

 

資料１-４ 



許可基準の範囲
内

許可基準を超える
改修撤去を要する

敷地内の広告物
の数

敷地内の広告物
の数

敷地内の広告物
の数

広告物の数 広告物の数

辰野町 0 22 0 0 0

箕輪町 81 2 0 117 0

南箕輪村 5 48 2 82 0

宮田村 18 0 0 81 0

合計 104 72 2 280 0

既存不適格調査結果

１敷地15㎡を超える
（許可申請を要する）

自己用広告物

許可基準の範囲

非自己用広告物
（許可申請を要する）

許可基準を超える
改修撤去を要する

１敷地15㎡以内
（手続き不要）

①中古車販売店の壁面広告物１面が壁面積の10/4を超える ②パチンコ店の地上設置広告物１本が

50㎡を超える

写真非公開
写真非公開


